
【目的・概要】１．障害者施設の整備・改修等計画、指導検査体制の強化、及び障害者福祉のさらなる　充実・推進を図るため、（仮称）障害福祉部を設置する。２．民泊や受動喫煙防止対策など、保健衛生行政における新たな行政需要や、東京2020　オリンピック・パラリンピックの開催に伴う食品監視指導・感染症対策などに対応す　るため、健康部（保健所）に次長を設置する。　
（現行） （改正案）（現行） （改正案）（現行） （改正案）（現行） （改正案）

城東南部保健相談所 城東南部保健相談所
城東保健相談所 城東保健相談所深川保健相談所 深川保健相談所深川南部保健相談所 深川南部保健相談所

健康部（保健所）
健康推進課 健康部（保健所）

健康推進課歯科保健・医療連携担当課長 歯科保健・医療連携担当課長生活衛生課 生活衛生課保健予防課 保健予防課

福祉推進担当部長 介護保険課障害者施策課障害者支援課 障障障障害害害害福福福福祉祉祉祉部部部部 障害者施策課＊長寿応援課から障害者施設整備事務を移管障害者支援課

令和元年12月2日政策経営部企画課
令和２年度　組織改正（案）について令和２年度　組織改正（案）について令和２年度　組織改正（案）について令和２年度　組織改正（案）について

福祉課福　祉　部 福　祉　部
長寿応援課地域ケア推進課 福祉課

介護保険課地域ケア推進課長寿応援課

次次次次長長長長

（仮称）
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